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アレン・ブキャナンの分離理論の意義と限界

リベラル・ナショナリズム論の観点から
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従来のリペラリズムと分離理論

ー リペラルな文化主義の登場と分離理論

（一）リベラルな文化主義

（二） リベラル・ナショナリズム論

（三）デイヴィッド・ミラーのリベラル・ナショナリズム論

ー アレン・プキャナンの分離理論ーSecessionにおける展開

（一）分離を正当であると見なす事由

（二）ブキャナンの理論の総括

四 アレン・プキャナンの分離理論の意義と限界

（一）プキャナンの理論の意義

（二）プキャナンの理論の限界

結語一多極極相的リペラル・デモクラシーのために

序

本稿の目的はアレン・プキャナン (AllenBuchanan)の

分離理論を、主著である Secessioがを中心にリベラリズム

の政治理論の発展の中に位置づけ、特に、リベラル・ナショ

ナリズムの立場からの批判を踏まえた上で、プキャナンの

議論の政治理論における意義と限界を考察することにあ

る。

なぜ、分離の権利に着目するのか。その理由は、特に少

数派（中でも、ナショナルな少数派）の権利としての、分

離の権利の正当性を擁護し、いかなる場合にその行使は正

当であり、いかなる場合には不当であるかを規範的に示す

ことは、世界秩序構想の形成の上で重要なことであると考

えるからである。

第二次大戦後、民族主義の勃興が戦争の惨禍を招いたと

して、特定の民族（それらは往々にして少数派である）に

特別な権利を与えることではなく、特定の集団への掃属に

関係なくあらゆる個人に基本的な権利を付与することで、

少数派は間接的に保護されると考えられてきた鯰しかし、

現在に近づくにつれ、その試みの失敗が明るみになってき

た。事実、 1990年代以降、特定の民族の権利を保護するた

めの条約が結ばれるようになってきている心

このように、少数派にある一定の権利を付与し、彼らに

対して国家が何らかの保護を与えるという事態は増えてい

る。しかし、権利の付与にとどまらず、ある領域国家にお

いて、そこで多数を占める集団の政治社会体制とは異なる、

自分たち独自のそれを持ちたいと望む集団が存在すること

も事実である。ところが、今までのところ、それを理由に

彼らが既存の国家から分離することは、認められないか、

認められるにしても非常に限定的である場合がほとんどで

ある。

ある集団の国家からの分離があまり許容されうる事態で

はないと思われるのはなぜであろうか。理由は多くあるだ

ろうが、私は、一つには、欧米の政治理論に脈々と流れて

いる進化論的な世界観にあるのではないかと考える。即ち、

国民国家というある種の統合体から分離することは、ある

29 



白川俊 介

意味では、進化論的な世界観からの逸脱であると考えられ

ているのではなかろうか4。そのような世界観は、究極的に

は国民国家を超えた、「世界市民」の名の下に人類が共存す

る世界に帰結するであろう。これが「コスモポリタニズム」

という思想である。

確かに、例えばデイヴィッド・ヘルド (DavidHeld)が

掲げているような「コスモポリタン・モデル」と呼ばれる

グローバルな民主主義の諸制度を整えるモデルは一つの世

界秩序構想である鯰それは、人類が、あくまで「世界市民」

という単一の進化の局面（極相＝クライマックス）に到達

することを前提にしている。しかし、進化論には以下のよ

うな残虐な点がある。即ち、進化の過程にもれずにきちん

とそのラインに沿って進化してきた生物、即ち、「世界市民」

になれる者は「世界市民」としての恩恵にあずかることが

できよう。しかし、進化のラインにうまく乗れなかった生

物、つまり、「世界市民」というアイデンティティに馴染め

ない者は原理的に淘汰されるのである。

これほど残虐な事態はないだろう。なぜなら、国民国家

というアイデンティティに馴染めない者は、移住や場合に

よっては亡命という手段を使って、他国に行けばよい鯰し

かし、コスモポリタンが想定するポスト国民国家の時代は、

地球上すべてがいわば「世界共和国」であり、そのアイデ

ンティティに馴染めない者は地球上には全く居場所がない

という事態になるからである。

ところで、生物学者の今西錦司はかつて、生物の進化の

過程の分析において、進化論的な考え方を否定し、「棲み分

け (habitsegregation)」という議論を展開した悶即ち、

生物の進化は単一のクライマックスに向かうものではな

く、多様に進化していくものであり、その多様な種が、棲

み分けをしながら共存していくという考え方である。これ

を世界秩序構想に援用すれば、コスモポリタニズムとは明

らかに異なる構想となるだろう。即ち、多様なネイション

が、棲み分けをしながら平和共存する世界像である。これ

を私は、今西の「多極極相」という言葉を借りて、仮に「多

極極相的リベラル・デモクラシーの諸制度」 8と呼ぶことに

する。

「多極極相的リベラル・デモクラシーの諸制度」を実現

する前提としては、様々なネイションの「棲み分け」が可

能な環境が整わなければならない。つまり、ある国家にお

いて、ある集団がその文化や社会制度にうまく馴染むこと

ができない場合は、何らかの措置がとられる必要があると

いうことである。確かに、言語権の付与や、地方自治は一

つの方策であろう。しかし、彼らのような少数派の権利と

して、場合によっては当該国家からの分離も正当な権利と

して認め、その行使が可能である体制を整えることもまた

非常に重要である。
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このよ うな考え方は1990年代以降に英米圏の政治理論の

中で盛んに議論されるようになってきた、「リベラルな文化

主義 (liberalculturalism)」と呼ばれる理論と共鳴する世

界秩序構想である。そして、そのための前提としては少数

派の権利をいかに擁護するかということが重要な問題とな

る。その場合、分離の権利は少数派に付与されるべき正当

な権利の一つとして捉えられるべきである。

つまり、「棲み分け」ができる社会環境を整えるためには、

少数派に対する特別な権利の付与だけでは不十分であり、

分離の権利が正当なものとして認められ、それが行使でき

る環境が作られる必要があるのである。以上が、私が分離

の権利に注目する理由である。その上で、本稿で注目する

のはアレン・プキャナンの分離理論である。

1990年代初頭から、分離の権利についての体系的な理論

が少数派の権利（特にナショナルな少数派の権利）との関

連で、リベラリズムの政治理論の枠内で本格的に構想され

始めた。現代の英語圏の代表的な政治理論家であるウィ

ル・キムリッカ (WillKymlicka) は、分離理論に関して、

Secessionによって口火が切られたとしている％それはリ

ベラリズムの政治理論の枠内で分離の問題に初めて体系的

に取り組んだものとして幅広く引用される現代の古典であ

るとっても過言ではない。

分離の問題は近代以降の歴史において常に見られ、これ

を通して世界では紛争が絶えなかった。そして、現在もケ

ベック、チベット、バスク、カタロニア、イラクなど世界

各地で未だに燻ぶっている。しかし、 Secessionが出版され

る以前までは分離という言葉で何を意味するのかさえ明確

ではなかった。分離は自決 (self-determination)の問題と

して語られることが多いが、一言で自決といっても、その

形態は様々であり 、ましてや分離と自決が概念的に混同さ

れることもしばしばで、理論的な整理を行うことが求めら

れていた。

プキャナンが著書Secessionにおいて取り組んだのはま

さにこの作業であったといってよい。分離の権利とは何を

意味するのか、またその権利が正当化されるのはいかなる

場合かを体系的に理論化することは、特にリベラルな政治

制度の枠組みの中でナショナルな少数派の分離要求の正当

性を考える際に極めて重要な判断材料になるであろう 。

ただし、現在の理論的流れからするとプキャナンの理論

には少々時代遅れの部分があることは否めない。それはキ

ムリッカが主張するように、政治理論の分野においてリベ

ラルな文化主義と称する立場への合意が形成され始めたこ

とと極めて重要な関係がある況

従来、リベラルな政治制度は、ジョン ・ロールズ (John

Rawls)などの伝統的リベラル11が想定したように、様々な

文化を超越した、 普遍的で中立的な立場に立脚すると考え
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られてきたが、リベラルな文化主義者はこの見方は誤りで

あると捉える。ここで、リベラルな文化主義とは、リベラ

ルな政治制度に有力集団が規定するナショナルな文化が不

可避的に反映されていると意識した上で、少数者に対する

政治的配慮の必要性を認識する立場を意味する。

このような立場は、 90年代初頭から見られ始めたが、そ

れが、キムリッカの言うように現在ではある程度の合意を

獲得してきているとすれば、プキャナンの分離理論は少々

古さを感じさせるものである。というのも、彼の理論は分

離の正当性を判断する際に、伝統的なリベラルが想定する

「中立的」な国家における市民と国家の社会契約が実施さ

れているかどうかをひとつの重要な判断材料にしているか

らである。より具体的に言えば、プキャナンの理論はリベ

ラリズムの政治制度を取り入れている「中立的」な国家に

おいて、ある特定の集団が、領域を奪われたり、経済的な

搾取や物理的な危害が加えられたりという何らかの不正義

を被っている状態にあるか否かが実質的な判断基準となっ

ているのである。したがって、リベラルな文化主義の立場

からすれば、この議論には少々時代遅れの感があることは

否めないのである。

リベラルな文化主義の立場に立てば、プキャナンの分離

理論はどのように修正がなされることが可能だろうか。言

い換えれば、プキャナンの分離理論の意義と限界はどこに

あるのか。このような問題意識を基に、本稿ではまず、「一」

および「二」においてリベラリズムと分離理論との関係を

整理する。「一」では、 Secessionが出版される以前までのリ

ベラリズムの政治理論と分離理論の関係を整理する。そし

て、「二」では、リベラルな文化主義が登場した後のリベラ

リズムと分離理論の関係を整理する。リベラルな文化主義

には二つの潮流があるが、本稿では特にリベラル ・ナショ

ナリズムと呼ばれる立場を取り上げる。中でも本稿におい

て注目するのはリベラル・ナショナリズム論の代表的理論

家である、デイヴィッド ・ミラー (DavidMiller)のリベ

ラル・ナショナリズム論である。それらをふまえたうえで、

「三」においてアレン・プキャナンの分離理論を整理する。

それにあたって、特に本稿では、主著Secessionにおける展

開を中心に述べる。そして、「四」ではリベラル・ナショナ

リズム論の立場から、プキャナンの分離理論を批判的に検

討し、その意義と限界を示す。

本論に入る前に、分離という言葉の明確な定義をしてお

きたい。本稿では、その定義をプキャナンのそれに依拠す

ることとする 12。まず、「分離は自決の最も劇的な形態のも

の」13である。一言で自決といっても、それが包摂する概念

は多岐に渡る。ある領域国家内である特定の集団が政治的

な自治を行うことも、完全な独立国家を形成することも自

決である。様々な自決の形態の中でプキャナンは分離が最

もラディカルな形態であると述べる。なぜならそれが以下

の二つを含むからである。一つ目は、ある領域国家内にお

いてある集団が、国家の権力が自らに及ぶことに対して抵

抗するという意味を伴う点であり、二つ目は、ある集団が、

領域国家内の特定の領域についてそれを獲得する明確な権

利要求を行うという点である 14。特に重要なのは後者であ

る。つまり、分離とは、ある特定の集団が既存の国家との

間で、政治的な義務を遮断し、その領域内の特定の領域を

取得し、独立国家となることを意味するのである。分離は

この二つの要素を必ず含むものである。なおプキャナンに

おいては、両者のうち、特に後者に重きが置かれているこ

とを指摘しておく 150

また、本稿における分離は、脱植民地化の過程における

分離、即ち、宗主国からの植民地の分離に関しては特に取

り扱わない。ブキャナンによれば、それはすでに国際法上、

ウィルソン主義的な「民族自決の原則」として認められて

いるからである 16。また、非リベラルな国家からの分離も考

慮に入れない。なぜなら、本稿における関心は、リベラリ

ズムの政治制度において、分離をどこに位置づけるか、言

い換えれば、リ ベラリズムの政治理論において分離はどの

ように正当化できるかということだからである。

一 従来のリベラリズムと分離理論

この章では、リベラリズムの政治理論の枠内において、

分離理論がどのような理論的背景を伴って登場してきたか

を整理する。

本論に入る前に、まず本稿におけるリベラリズムの定義

を明確にしておく。リベラリズムは多様な主義 ・主張を含

む概念である。それゆえ、それら一つ一つに着目していて

は、リベラリズムを明確に規定することは困難である。こ

のような状況において、リベラリズムを定義する最善の方

法は、リベラリズムと称される諸思想の登場が要請されて

きた問題状況に目を向けることであろう心

リベラリズムの登場が要請されてきた状況を、ジョン ・

グレイ (JohnGray) は、伝統的な社会秩序が崩れ去った

ゆえに、政府の権力や限界に関して再定義の必要が生じて

きた歴史的状況であるとしている 18。そのような状況にお

いてリベラリズムが目指すものは、「異なる善き生の構想と

世界観を有する各人の間に同意を打ち立てることのできる

政治的正義の諸原理の探求」19である。言い換えれば、リベ

ラリズムと称される立場に共通する課題とは、「多様な善き

生の構想の多元的存在の事実の下で社会統合を可能にする

政治社会の構成原理」 20とは何かということであろう。

このような議論をふまえ、本稿では、リベラリズムを「あ

る特定の生き方の構想にではなく、いかなる生き方につい
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ての構想か らも独立である 『正義」と称される価値に政治

社会の構成原理を求める政治哲学」 21であると定義する。

ところで、現実の国際政治では分離は常に激しく議論さ

れ、また現実的対立を招く大きな問題である。それにもか

かわらず、分離の権利についての体系的な理論がリベラル

な政治理論の枠内で本格的に構想され始めるのは1990年代

初頭からであった。なぜこの時期だったのかといえば、そ

れはブキャナンによれば、分離をめぐる政治的議論の高ま

りはいわゆるリベラルーコミュニタリアン論争に端を発し

ていることが理由である 22。コミュニタリアンからリベラ

ルに対しては様々な批判があるが23、中でも分離の問題と

関わるのが、プキャナンは明示していないが「リベラリズ

ムの中立性原理」 Oiberalprinciple of neutrality) に対す

る批判と、リベラリズムが内包している「普遍主義的志向」

に対する批判であろう。

「リベラリズムの中立性原理」、即ち、ロールズのような

伝統的なリベラルが想定する国家の「中立性」の概念とは、

キムリッカの簡潔な定義に従えば、国家は「文化を宗教と

同じように、人々が私的生活において自由に追求すべきも

のであり、（他者の権利を尊重する限り）国家の干渉を受け

ないものとして扱う」“ということである。即ち、「市民の

民族文化的アイデンティティと長期に渡って自己を再生産

する民族文化的集団の能力に関知しない」 25国家なのであ

る。

例えば、プライアン・バリー (BrianBarry)はこの点に

関して、リベラリズムの原理は、文化の私化 (privatiza-

tion)を伴うと述べている呪この意味で、リベラルな国家

は、集団の生活様式を支持あるいは支援すること、または

その社会的再生産に積極的に関与せず、国内の様々な民族

やナショナルな集団から超越しており、その代わりに国家

はこれらの集団の「言語、歴史、文学、暦に中立的である」270

よって、少数派集団が、彼らの民族文化的なアイデンティ

ティを反映させるために何らかの制度や特別な権利を望む

ことは、リベラルな国家の枠組みからの逸脱であるとされ

る28。したがって「中立的」な国家は、各々の民族文化に対

して、常に一定の距離を保ち、それらに対して「好意的無

視 (benignneglect)」という態度をとるのである。それゆ

え、「リベラリズムの中立性原理」のこうした解釈からすれ

ば、少数派集団の権利や制度は議論の対象外に押し込めら

れてしまう。つまり、分離の権利の問題も同様の観点から

リベラリズムの議論の俎上に上がることはなかったのであ

る。

実際、プキ ャナンは Secessionにおいて、ロールズは「正

義論」において、分離ということを全く想定していないと

指摘している丸「正義は社会制度の第一の特性である」30と

して善に対する正の優先を説くロールズは、個人は正義を
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実現する ある一つの協調的な枠組みの中で永遠にそのメン

バーであると想定していた。つま り、伝統的な リベラルは

ある社会契約の締結によって作られたリベラルな社会から

ある個人や集団が離脱することを想定していなかったので

ある。

個人はリベラルな国家においてそこか ら離脱する意志や

動機もないという理解は、リベラリズムのもつ普遍主義的

志向と密接に係わっている。特に、ロールズは、正義の構

想は文化超越的であると考えていた。言い換えれば、 A国

において見出された、正義の構想は、 B国においても見出

せると考えていたのである。

必ずしもロールズは、国際的な正義の構想について考慮

していたとは言えない。しかし、ロールズ自身が 「正義の

感覚が人類愛と連続していることも事実である」 31と述べ

ていることから、彼の 『正義論』には普遍主義的志向が内

在していることは明らかである。即ち、トマス ・ポッゲ

(Thomas Pogge)が指摘するように、ロールズの正義の

構想は暗黙裡に国民国家の政治システムを前提にしている

という点で、その理論の限界を指摘することは可能であ

る32。しかし、理論の可能性としては、人類規模の配分の原

理の構想へとつながっていくと捉えることができる叫

つまり 、各国において同様な正義の原理が見出されると

いうことは、世界規模でも単ーな正義の原理が見出せうる

というということになる。したがって、そのような正義の

原理から離脱し、別の正義の原理を打ち立てるということ

を伝統的リベラルは到底想定していないのである。

これに対するコミュニタリアンの批判においても、リベ

ラルな国家は「中立的」な国家であるという前提は疑われ

ることはなかった。コミュニタリアンの批判は、端的に言

えば、リベラルが考えるように国家は民族文化的に中立で

あると想定できなくはないが、そのような国家は個人に

とってあまり有意義ではないということである。

例えばチャールズ ・テイラー (CharlesTaylor) は、リ

ベラルが想定しているように個人が自己決定 （選択）の能

力を自由に行使できるのは、ある社会的環境を備えた社会

においてのみ可能であると指摘している叫つまり、個人に

とって意味のある選択を行うためには有意義な選択肢が必

要となるが、それは社会のある特定の文化的な文脈に由来

すると想定している。

しかし、「中立的」な国家はこのような選択肢を提供する

豊かで多様な文化的文脈の存在を保証することができな

い。なぜならリベラルによれば、文化は私化されているも

のであり、国家がそれに介入しようとする行為はことごと

くリベラルな正義原理に抵触するからである汽 したがっ

て、 「リベラリズムの中立性原理」を立憲的な制度に取り 入

れる国家は個人にとって有意義な選択の文脈を提供でき
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ず、ゆえにあまり魅力的とはいえない国家なのである。

ただし、当時のコミュニタリアンは、現在例えばキムリッ

力が「リベラルな民主主義国家が民族的文化的アイデン

ティティに無関心であるという理念は明らかに誤りであ

る」36という ように、リベラルな国家は民族文化的にも中立

であるというテーゼを否定するところまではいっておら

ず、そのような国家は想定できるが、それは個人にとって

は有意義でないという指摘のみに留まっていたことは注意

すべきである。言い換えれば、伝統的なリベラルだけでな

く、コミュニタリアンもそのような国家の中でなじめない、

あるいはうまく繁栄できないような個人や集団が、そこか

ら分離することを想定しえなかったのである。

プキャナンは共同体を根本的なものであると考えている

いかなる政治理論も、共同体の境界線と彼らの集団的な運

命を決める個人の集団的権利について考慮に入れていなけ

ればならないとして、コミュニタリアンこそがこの時点で

分離という観点から、リベラリズムを批判し、修正すべき

であったと考えている”。

プキャナンによれば、リベラルーコミュニタリアン論争

において抜け落ちていたのは分離という可能性を想定する

視点である。つまり 、両者ともにリベラルな国家の枠組み

の中でうまく繁栄できない集団が、そこから離脱すること

を想定できなかったのである。この流れを受けて、プキャ

ナンがSecessionで取り組んだことは、分離という視角を

取り入れながらリベラリズムを修正することであった叫

リベラルな文化主義の登場と分離理論

（一）リペラルな文化主義の登場

80年代のリベラルーコミュニリアン論争を経て、 90年代

初頭から、「リベラリズムの中立性原理」を明確に批判する

議論が登場してきた。その議論をキムリッカは「リベラル

な文化主義」と呼んでいる。このような議論の背景には、

リベラリズムの政治理論が保持してきた 「普遍性」や「中

立性」という概念を基にした考察では、ソ連崩壊後の東欧

の現状を説明することができなかったことがその原因の一

つにあげられる叫

例えば、人権概念について、伝統的リベラルは「どの集

団に属しているかを問わず、すべての個人に基本的な市民

的 ・政治的権利を保障することによって、文化的なマイノ

リティは間接的に保護される」40と考えていた。このような

哲学を裏付けるかのように、国連は世界人権宣言において、

マイノリティの権利への言及をすべて削除している。即ち、

国家は民族文化的に中立であり、特定の集団を支持せず、

それらに対して「好意的無視 (benignneglect)」をもって

対処するかわりに、国家内のすべての個人に普遍的な権利

を付与するのである。これが伝統的な人権の概念である。

しかし、問題は、それが、特にマルチナショナルな国家

における、地方自治、政治単位の境界線の決定、言語政策

や教育政策においてなんら具体的な解決策をもたらさな

かったことである。この点に関してキムリッカは以下のよ

うに述べている。

「自由な言論への権利は、何が適切な言語政策であるの

かを教えてくれるわけではない。政治単位の境界線がいか

に引かれるべきか、あるいは、行政のいくつかのレベルの

間で権限がいかに分配されるべきかについて、参政権は何

も教えてくれない。………（中略） ……… これらの問題は、

各国において多数決という通常の意思決定プロセスに委ね

られてきた。その結果、文化的マイノリ ティは多数派によ

る重大な権利侵害に晒されてきたし、民族文化的な対立も

また悪化したのである。」 41

つまり、集団的な帰属ではなく 、個人に焦点を当て、そ

れらに対して、価値中立的な人権を付与することは、少数

派集団にとっては何の具体的な解決策にもならないのであ

る。このことが明らかになったのがソ連崩壊後の東欧で

あった。したがって、「中立性」や「普遍性」という概念で

はなく、集団への帰属、特に文化的な集団に帰属している

ことの重要性を肯定的に捉え、それが個人にとって非常に

重要であるという理論が出てくることになる。それがリベ

ラルな文化主義と呼ばれる立場である。

キムリッカはリベラルな文化主義を「自由民主的な国家

が、それらすべてにおいて保護されている共通の市民権や

政治的権利を支持するだけでなく、特定のアイデンティ

ティや、民族文化的集団のニーズの承認や受容を意図する、

多様な集団によって異なる権利や政策を採用せねばならな

いという考え方である」“と定義している。

キムリッカの説明によれば、リベラルな文化主義には二

つの潮流があるとされている。一つは「リベラル ・ナショ

ナリズム」という立場であり、もう一つは「リベラルな多

文化主義」という立場である43。ただし、二つの潮流といっ

ても、両者が完全に別個のものであるというわけではなく、

むしろ相互補完的な関係にあると解釈すべきである。

リベラルな文化主義の前提はリベラリズムの政治制度の

採用する国家は民族文化的に中立であるというテーゼを否

定し、国家は不可避的に特定の集団（特に多数派集団）の

民族文化を支持し、その影響は免れないというものである。

その上で、リベラル・ナショナリズムの論者は、ある特定

の集団の文化が、政治制度に一定程度反映されていること

を肯定的に評価し、リベラリズムの政治制度が安定的に機

能するためには構成員間の連帯意識や制度への愛着が必要
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であるとする。

しかし、これだけでは、不完全であるというのがリベラ

ルな多文化主義の立場である。リベラリズムの政治制度が、

有力集団の規定するナショナルな文化的要素が反映された

政治枠組みであるとすれば、それがたとえ自由民主的なも

のであっても、それにより不利益を被る集団（非ナショナ

ルな少数者集団“)が存在することは想定できる。したがっ

て、リベラルな多文化主義者は、彼らの立場を是正するた

めに、集団代表権などの特別な権利の付与といった何らか

の方策の必要性を訴えるのである。

本稿における分離は、少数派集団の中でも、非ナショナ

ルな集団ではなく、ナショナルな少数派における分離の問

題を主に念頭においている。したがって、以後は、非ナショ

ナルな集団に対する諸権利の付与という面を強調するリベ

ラルな多文化主義の議論ではなく、リベラルな文化主義の

中でも、リベラルな政治制度におけるナショナルな文化の

意義と必要性を強調する立場であるリベラル ・ナショナリ

ズム論に注目する。

（二）リペラル・ナショナリズム論

リベラル・ナショナリズム論は1990年代に前半に登場

し、英語圏の政治理論の分野では活発に論じられている丸

論者に よって議論は様々であるが、その要点を一言で言え

ば、リベラリズムの政治制度には、有カネイションの文化

が反映されていることを認め、その上で、自由・平等・民

主主義といったリベラリズムの政治枠組みが実現した政治

秩序が安定して機能するためには、国家の構成員間に連帯

意識や信頼感が存在すること、また政治枠組みに対する愛

着の念が必要であると考えるという点である。そして、そ

のような連帯意識や制度に対する愛着の念は、ナショナル

な文化やナショナル・アイデンティティを強調することに

よって得られると考えるのである。

キムリッカはリベラルなナショナリズムと一般的な意味

でのナショナリズムとの違いを簡潔に以下の 5つにまとめ

ている 460
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・ナショナル・アイデンティティの強制的な付与はしな

い。

的とする政治的な運動を許容する。

・ナショナルな集団のメンバーシップ（構成員資格）は

特定の人種・民族・宗教に限定されない。一般的に言っ

て、誰もが望めばネイションの一員になれる。

・ネイションの一員になる資格は相対的に薄いものとな

る。例えば、言語の習得、公的制度への参加、ネイショ

ンの長期的存続への貢献の表明などの一定の条件を満

たせばよい (naturalizationrequirement)。

・リベラルなナショナリズムは非攻撃的であり、同じ国

家内や他国の他のナショナルな集団の自治の廃止を求

めない。そして、二つ以上の自律的なネイションが共

存でき るよ うなマルチナショ ナルな国家の必要性と正

当性を受け入れる。

（三）デイヴィッド・ミラーのリベラル・ナショナリズム

論47

これまで、リベラル・ナショナリズム論が登場してきた

背景とその概念を簡単に概観した。以下では特にデイ

ヴィッド ・ミラーの理論に焦点を当てる。なぜ、様々な論

者の中でミラーを取り上げるのかといえば、ミラーがリベ

ラル・ナショナリズム論の代表的論者であるということに

加え、彼が社会正義について多くの議論を展開しているか

らである丸

先にリベラリズムとは、正義の価値に社会統合の原理を

求める政治哲学であると定義した。後述するが、プキャナ

ンも正義の概念に基づき、分離の正当性を議論している。

しかし、ミラーはプキャナンとは正義の解釈が大き く異な

る。そのような彼の解釈から引き出される分離理論はプ

キャナンとは異なっており、この二つを比較検討すること

は分離理論の考察に有意義であると思われるからである。

ミラーのリベラル・ナショナリズム論において特徴的な

のは、構成員間になんらかの共通の意識がなければ、政治

社会制度はうまく機能しないとし、その共通の意識として、

ナショナリティの共有を上げ、その重要性を強調する点で

ある。この点を特にミラーの社会正義論に焦点を当てて述

べていく。

ミラーにとってネイションとは政治的に自決したいとい

う強い願望を持つ人々の共同体であり、彼らの政治的自決

を支え、彼らが構築したいと願う統治機構のことをステイ

トと呼んでいる丸ここで重要な点は、ミラーは、ネイショ

ンとそれ以外の集団を明確に区別している点である冗ネ

イション以外の集団は、政治的な自決をしたいという 意志

を持たないものと考えられている。彼らが求めているのは、

既存の国家内での彼らの地位の承認であり、政治的な自決

ではないからである。

ミラーはそのようなネイションのアイデンティティはす

べて尊重されねばならないとし、ネイションの自決

(national self-determination) を高く評価する。その上

で、ナショナル・アイデンテイティは決して排他的で固定

的なものではなく、審議的民主主義による多様な解釈に開

かれていたものになりうると主張する尻よって、ナショナ

ル・アイデンティティは可変的であり、それと他の集団の

帰属に由来するアイデンティティは矛盾することはなく、

両立可能であるとする汽つまり、ネイションはその集団の
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中では様々な私的な文化が反映する余地を大いに残すもの

なのである冗

ミラーはネイション、およびナショナル・アイデンティ

ティをこのように定義した上で、社会正義はナショナルな

政治単位で最もよく実現されるとする。つまり、社会正義

が可能になるのは、市民が互いに共通の紐帯によって、即

ち、強い共通の帰属意識やアイデンティティによって結び

付けられている場合のみであり、そのような絆が存在する

のはナショナルなレベルにおいてのみであるとミラーは主

張するのである叫

ある社会において再分配政策を可能にするためには、構

成員の間に共通のアイデンテイティに基づく強い連帯意識

がなければならない。なぜなら、社会における不遇な者に

対する強い共感の念が生じなければ、再分配政策は不可能

だからである。このことを踏まえ、現代では、ナショナリ

ティの他に再分配政策を可能にする連帯意識はないとす

る55。なぜなら、ネイションは主に共通の政治的経験を備

ぇ、公共文化を有していることから、社会正義の原理にとっ

て不可欠な背景を形成する共通の意味や理解を含んでいる

からである。それゆえ、社会正義の構想は、政治的経験や

公共文化の相違のため、ネイションごとに異なるのであ

り56、社会正義の基本的単位はナショナルな政治単位でな

ければならないのである。

このような観点から、ミラーはネイションの自決を重視

し、それぞれが独自の属性（文化や伝統、置かれた自然的

経済的状況など）を反映した政治社会を維持 ・運営できる

ことを求める。即ち、すべてのネイションが自己の将来を

自分たちで決定し、馴染み深い社会正義構想を実現する機

会を尊重され与えられるべきだと考える尻よって、ミラー

は現在、ある一国内において、少数者の位置にあるネイショ

ンに対しては、ネイションの自決を尊重するために、自治

権の付与、場合によっては分離などの方策がとられる必要

があるとする。この点についてミラーは以下のように述べ

ている。

「多くの集団にとって自らの文化的伝統を政治的に表現

することが許されるべきだということがいかに重要である

か、そして、こうしたことはこの集団が政治的自決を享受

してはじめて可能になる、という言う事を私は強調してい

た。リベラルな集団であっても、ネイションとしての自決

を非常に重視しており、主権を譲渡するとしても決して喜

んで譲渡などしないのである。これは、たとえ民主的な統

治に参加していない人々であっても、自分たちの運命をコ

ントロールすることに強い必要性を感じている、というこ

との証左である」 58

＝ 
Secessionにおける展開

以上のようにリベラリズムの政治理論の流れを整理した

上で、この章ではプキャナンの分離理論を概観する。

ブキャナンはいかなる場合でも分離は正当であると主張

しているのではない。む しろ分離は限定的権利 (limited

right)であると考えている。つまり、分離の権利は特定の

条件の下で道徳的に正当化されるべきであると考えてい

る590

これまで多くの学者の間では、分離の正当性の根拠には

自決の原則のみが唯一のものと考えられてきた60。しかし、

プキャナンは単純にすべてのすべての「人民」が彼ら自身

の国家を持つべきであるという考え方には賛同しない。な

ぜなら、すべての民族文化的集団が彼ら自身の国家を持つ

べく運動を起こせば、世界は混沌とした状態になってしま

うことは明らかだからである叫では、どのような場合に分

離の権利は正当であるといえるのであろうか。

（一）分離を正当であると見なす事由

ブキャナンが分離の権利を正当であると認める条件は、

分離を望む集団が深刻な不正義の被害者である場合であ

る。ここで彼の言う深刻な不正義とは以下の 4つである。

即ち、①過去における不当な領域の占拠、②差別的再分配

などの民族的な差別的処遇、③文字通りの殺翫、④当該集

団の文化の破壊である 62。さらに、前提条件として、このよ

うな深刻な不正義から逃れる手段が、分離する以外に存在

しないこととしている 63。以下ではこの 4つの詳細を見て

いくこととする。

過去の不正義の矯正

分離の定義のところで先に触れたように、プキャナンは

分離の正当性を考慮する際に、領域的な次元を重視し、領

域に対する権利が明確に主張できることを第一要件である

と考えている。それは当該領域を誰が所有しているのかと

いう所有権の問題に関わるからである。

過去の不正義の矯正という事由により分離の権利が正当

であるといえるのは、当該領域の構成員は分離を望んでい

たにもかかわらず、より大きな政治単位に不当に編入させ

られたという理由からである。この論拠によれば、分離は

単に「正当な所有者による盗まれた所有権の再所有」 64であ

る。言い換えれば、以前に不当に奪われたものを自分のも

のであると要求することである。

この矯正的正義 (rectificatoryjustice)は非常に明快で

あるため、分離の正当性の根拠を求める際に「最も簡潔で、
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